
保護者様 

藤井寺市立第三中学校 

校長     奥    雅 美 

 

インフルエンザの出席停止について 

 

インフルエンザにかかった場合は、学校保健安全法第19条により出席

停止になります。医師の指示に従い、感染の恐れがなくなる期間まで、登

校を見合わせてください。 

また、登校する際は、右の「登校届」に保護者の方が記入して、学校に

提出してください。（病院で証明書をもらう必要はありません） 

 

★インフルエンザの出席停止期間★ 

発症した後 5日を経過し、かつ、解熱した後 2日を経過する 

 

登校届 

藤井寺市立第三中学校 

     年     組 名前                                 

 

①病 名         
 

 インフルエンザ （  A型  ・  B型  ・  未判定  ） 
 

 
②医療機関名 

 
                                医院・病院・クリニック 

 
 

③登校開始日          
 

発症日を「0日」とし、翌日から数えて 5日を経過し、なおかつ 

解熱後２日を経過していますので、令和    年    月    日

より登校させます。 

 

上記のとおり報告します。 

令和    年    月    日 

保護者名                                     

切
り
取
っ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い 

発症した日を 0日目として考え、後５日を経過すること。 

なおかつ、解熱した日を０日目として考え、後２日を経過すること。 

この両方を満たす期間が出席停止期間です。 

熱が早く下がっても、すぐには登校できません。 

保護者記入 


